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話を聞くことの難しさ

�問題点

»面接の繰り返し

»誘導・圧力

»供述の変遷と精神的二次被害

�オープン質問の意義と司法面接

�どこまで詳細に聞く必要があるか

�いくつかの留意点
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司法面接を障害者虐待防止手続
に組み込むことが重要
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�効果的な面接を実施するために

�できる限りのことをするのは

�面接する側の責任
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�傷つきやすい人々として、障害
者と同様にとらえられている
「子ども」に関する司法面接の
研究や取り組みを参考に紹介す
る
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典型的なプロセス：繰り返し尋ねられる (子どもの例）
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種々の圧力 (Ceci, 1995)

� 仮説の確認：仮説に基づく質問，仮説に合わない答え

の無視。

� 重大化：「大事なことだから答えてほしい」「答えて

くれないと大変なことになる」

� 矮小化：「たいした問題ではないから答えてほしい」

� 補強証拠：「◯◯も言ってる」「証拠がある」

� 取り引き：「答えてくれたら，すぐに終わる」

� ステレオタイプ：「◯◯は悪いやつだ」

� 答えるまで尋ねる。繰り返し尋ねる。
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子どもは「質問」をどう見ているか(Siegal)

� 聞かれたことは実際にあった事に違いない。

� 質問には「答え」がある。

� 大人は「答え」を知っている。

� 答えるまで質問される。

� 質問が終わるのは，正解を言ったからだ。

� 質問の繰り返しは，「前の答えは間違っている」と

いうことだ。

� 答えると褒められる。

� 「知らない」「分からない」と言うと協力的でな

い，ばかだと思われる。
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英国のガイドライン

虐待事態への対応：司法面接
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類似のガイドライン・・・
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NICHDプロトコル・北大ガイドライン

 情報収集アプローチの一般的な形式

 構造化されており，比較的簡便

 フィールド研究，実験室研究が多い

 米，英，イスラエル，北欧，オセアニア，韓

国，日本等で使用・情報交換の機会が多い

 障害をもつ大人，被疑少年，障害をもつ被疑

者等にも適用
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司法面接の目的

�早い時期に，自由報告を重視した面接

を１度だけ行い，ビデオで録画する。

�必要な情報を客観的に聴取する/カウン

セリングではない。

�供述の変遷と二次被害を防ぐ。
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司法面接の要
� 面接者から情報を出さない：被面接者の「言葉」
で聞く。

� 被面接者の言葉を解釈しない：被面接者の「言
葉」で聞く。

� コメント，評価しない：特に出来事の内容は
� 8割がオープン質問になるよう目指す。
» ①誘いかけ：何があったか話してください
» ②時間の分割：最初から終わりまで／○〜△まで全部話
してください

» ③手がかり質問：さっき言ってた□□についてもっと話
してください

» ④それから質問：そして，それで，あとは
» ⑤ふむ，ふむ （⑥エコーイング）
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質問タイプと応答文字数(平均)(N=32)（仲, 2011)

 A-Bにあった事を全

部話して下さい

 Aのことをもっと話

して下さい

 話して下さい
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項目 司法面接（事実確認） 福祉的手法

時間 初期の開示からできるだけ早
期に。周囲は何度も根掘り葉
掘り尋ねない。

福祉的観点から必要が生じた
時・本人や家族・関係者の求
めがあった時

面接室 暖かいが，簡素な面接室 家庭・居室などの生活場面～
個別相談室・グループ室

面接者の
要件

司法面接の訓練を受けた人。
日常ケアする人は担当しない

福祉機関の担当職員・協働す
る連携機関職員

背景知識 認知・発達心理学，福祉学，
法と心理。
主に記憶・コミュニケーショ
ン

社会福祉学，障害学，リハビ
リテーション学，臨床心理学，
保健，法，など

面接者の
態度

暖かいが，中立，たんたんと
している，面接者は意見を言
わない，誘導しないよう細心
の注意を払う

受容的，共感，協力，協調，
情報提供，対立する意見を述
べる場合もある，



16

項目 司法面接（事実確認） 福祉的手法

面接の方法 手続きが決まっている。詳細
に自由報告してもらう。日
時・場所・人・出来事につい
ても自分の言葉で話してもら
う。

ソーシャルワーク・ケア
ワーク・各種心理療法

面接者の発
言

情報提供や誘導をせず、オー
プン質問を主体にプロトコル
で決められた質問を用いる。

カウンセリング。面接者は
時に情報提供・提案をし、
方向づける。

扱う情報 出来事のみ。被面接者が記憶
していること。変遷しやすい。

生活習慣，主観的な体験，
困り感，出来事，目標，健
康，経済，援助者や家族と
の関係など多岐にわたる

ファンタジー 扱わない 参考にする

面接回数と
タイミング

原則として1回。福祉と協働
しつつ医療的検診の後・心理
療法の前

複数回，随時必要に応じて

記録方法 面接をすべて録画，録音 面接終了後，筆記も可
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� お家には誰がいるの？
� お母さん
� お母さんだけ？
� ううん。
� お父さんもいるの？
� うん。
� お父さん，何か嫌なことす
るのかな

� うん
� どんなことするの？
� 叩いたりする。
� そうか。どこ触るの？
� ・・・
� そのときお母さんはどこに
いるの？

� いない。

� お家にいる人のことお話
ししてください

� お母さん
� それから
� お父さん
� それから
� それだけ
� では，お父さんのことお
話ししてください

� お父さんは，時々嫌なこ
とをする

� うん，それで
� 叩いたりする。それから
怒鳴ったりもする。お母
さんがいないときはいつ
もお風呂で…

←一般
←目標



18

札幌市児相
代代表者G
北大

杉村G
福教大

レスター大
Bull

レスター大

� 道8児相と札幌市児相

� 福岡教育大

� 英国レスター大

� 開発研究と研修（8日間）
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研修の効果：1発話あたりの文字数(仲, 2011)
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本題での報告で，自由報告が増える。
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自由報告の体験

【方法】3分間自由報告を求めて，「質問をしない」練

習，「自由報告で話す」練習をする。

» 「今日家を出てからここに来るまでのこと／最近し

た買い物 について，お話ししてください」

» オープン質問で聞く（①お話しして，②時間の分

割，③さっき言ってた，④そして・それから）

» ⑤うん，うん

【面接者】

» 十分な間をとる（思い出すのには時間が必要）

» コメントをしない，勝手に解釈しない

【被面接者】

自分はどのようなときに話しやすいか体験する
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面接の留意点� 面接にあたって

» 計画を立てる。いきあたりばったりで面接しない。

» 面接者は、オープン質問を多用するよう準備する

� 特性を知る（例えば）

» 間をとる。ゆっくり話す。文字を利用。

» 大声に気をつける（発達障害者は大声が苦手）。

» 独自の行動を許す（手をふる，貧乏ゆすり等）。

» 時間や動機については，文脈のなかで情報を集め，こちらが判

断する。

� 誘導とならないように

» 面接者が情報提供をしない。

» 選ばせない，聞き方を変える。

» 話さない場合（話せない場合）追求・威圧しない。

» 再現させない。
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課題
� ①司法面接実施前から

� ・通告の意思決定までに重ねて尋ねてしまうこと
から撤回がおきることがある

� →疑いのまま通告してよいシステムにする

� ・意識状態の変化について、まじめな態度でない
という印象を与えることがある

� →笑い・眠気などは、解離症状の可能性も考慮

� ②司法面接自体を通して

� ・司法面接を組み込んだシステムが構築されてい
ない。一回でよいシステムになっていない

� →司法面接を取り入れた多機関協働の制度構築へ
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「初期の開示の現場」での留意点
� 会話をそのまま記録してもらう。録音，録画をす

る。携帯でのムービーも可。

� 「誰が」「どうした」で十分。

� こちらから情報を出さない（根掘り葉掘り聞かな

い）。

� 繰り返し聞かない。複数が尋ねない。

� 矛盾を追求しない。

� 情報収集に徹し，あとで判断する。

� そのときの状況（発覚・通告の経緯＝誰が，どうし

た）を、会話のまま正確に記録する。
疑いのまま通告
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� 面接において（一部） 英国自閉症協会：「司法制度と自閉症」から仲教授作成

� 明確，簡潔，単純な言葉を用いる。短い文を用い
る。

� 発話では被面接者の名前を入れる。そうすること
で，ASD児・者は自分が話しかけられているのだ
と分かるだろう。

� 曖昧さをさけ，具体的に尋ねる。

� ASDは尋ねられた質問を繰り返す（エコーイング
する）場合があることに配慮する。

� 選択肢型の質問においては，ASDは，最初または
後の単語を言うことがある。
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� 被面接者が情報処理するための時間を十分にとり
なさい。

� 面接者の表情，手の動き（ジェスチャー）は最小
限にすること。

� 視覚的に示すのも有効である

� 頻繁に休憩をとる必要があるかもしれない。何分
休憩をとるか，その後どうするのかを予め知らせ
ること。発話の繰り返し，手をひらひらさせる等
の繰り返し行動，自傷行為（手をかむ），叫ぶ，
その他の身体的行動は，不安や休憩が必要だとい
うサインである。

�
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司法面接支援室

ニューズレター・通信・面接支援

支援室通信（年間3−4回発行）をご

希望の方は，HPののメールフォー

ムでお知らせください！
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